
平成29年11月1日

上告審から見た書記官事務の指導ポイント

最高裁判所裁判部書記官室

本書面は，平成24年から平成28年までに送付された上告等事件記録から，書記

官として，適正かつ効率的な事務を確保していく上で留意すべき事項を抽出し，根拠

条文や参考となる判例，文献等を補足したものです。また，年度欄に複数年記載され

ている事項は，誤りやすい事項であり，事務処理をするに当たって，注意を要する事

項でもあります。

この書面の活用に当たっては，例えば，職場ミーティング等で， ここに記載されて

いる事項を検討の素材として，個々の事務処理に問題がないか，その背景にある事務

処理態勢について改善すべき事項がないか等の検討についても活用してください。
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; ‘項 年度

1 受付･立件に関するもの

(1)

受付時の点検

①委任状に,裁判所名,事件番号,当事者名,法人の代表者名,委任事項等が正確に記載さ
れているかどうかを確認する。 ．

②委任状の作成者が法人等の代表者である場合は,委任状作成時に作成者が代表する権限
を有していることを資格証明書等と照合して,確認する。

③補助参加人等当事者が法人格のない社団である場合(民訴法29条)は，
を提出させて(民訴規則14条)，現在の代表者等を確認する。

規約及び議事録等

④独立行政法人が当事者である場合には,独立行政法人通則法25条による代理権の有無に
ついて,少なくとも審級ごとに最新の資格証明書により確認する。

⑤訴え変更申立書は,訴訟手続の開始,続行,停止又は完結をさせる書面であるので,ファク
シミリを利用して提出することはできない(民訴規則3条1項)。

⑥戸籍謄本等

ア‘ 共同相続人間における遺産確認訴訟は,固有必要的共同訴訟と解されているので
(最三小判平成元年3月28日民集43巻3号167頁参照),相続人全員が訴訟当事者
となっているかを戸籍謄本等で確認する。

イ 当事者死亡に伴う受継申立てがされた場合には,承継人を確定させるために,相続
関係を疎明する連続した戸籍謄本等の資料が提出されているかを確認し,提出されて
いない場合には,提出を求める。

26,27,28

25,27,28

24

26

26,28

24

26， 28

(2)

立件

①行政事件

行政事件訴訟法19条に基づく追加的併合として提出された訴え変更申立書は,地
裁では｢ワ｣ではなく, 「行ウ｣の符号で立件する。

行政事件を基本事件とする訴訟救助の申立ては,行政雑事件なので,地裁では(モ）
ではなく(行ク)で立件する。

行政事件を基本事件とする裁判官に対する除斥‘忌避等の申立ては,行政雑事件な
ので,地裁では｢モ｣ではなく｢行ク｣の符号で立件する。

②民訴法260条2項の申立て

ノ

上告提起に伴い,被上告人から民訴法260条2項の申立てがされたときは,控訴事
件として立件するのではなく,上告提起事件に準じて受付の手続を行うのが相当であ
る(参考昭和47年1月12日付け最高裁民二第25号高等裁判所長官,地方裁判所
長(東京を除く｡)宛て民事局長総務局長通知)。

③家事事件

ア 親権停止申立事件において,子は1人であっても,親権を停止される親権者が2人の
場合には,親権者ごとに,それぞれ事件番号を付す(受付分配通達別表第5の1内訳
表(69))。

イ 子は1人であっても,親権者2人に対する親権停止申立却下審判に対する抗告事件
の場合には,一通の抗告状により申し立てられた場合であっても,審判の対象は2人で
あるから,2件分の手数料を要する。

８
６
８
６
６
６

２
２
２
２
２
２



離婚とともに親権者指定の申立てがある場合は,親権者指定に関する手数料は不要25
である。

子の監護財産分与,年金分割の申立てがある場合は,それぞれの手数料が必要で25
ある。

イ

ウ

②上訴

ア
(3)

第一審の訴え却下判決を相当とする控訴棄却判決に対する上告手数料は,通常の25
上告手数料を算出した額の2分の1である(民訴費用法3条1項,別表第1の4)。
また,上訴手数料については,訴えの変更等により,訴訟物の価額が変更されている
場合がある。

上告手数料の算出の基礎となる上告の訴額は上告人が不服を車し出た限度で算'2ア出する。
イ

③収入印紙の納付 …

収入印紙が後日納付されたときは,受付済みの申立書等に貼付するのではなく,印
紙納付書(補正書)等に貼付した上で,納付された日付で受付をする。

26， 28

て 被告適格,代表者

①会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律53条の規定により会社法386条1項
の適用がない株式会社(被告)とその元取締役(原告)との間の訴訟については,監査役では
なく代表取締役が会社を代表することになる｡したがって,監査役を被告代表者と記載した訴
状は補正の必要があり,そのまま監査役に訴状副本を送達しても有効な送達とは言えず‘監
査役が選任した訴訟代理人に訴訟行為を追行させることはできない。
なお,会社法施行前に株式譲渡制限の定めがない場合には,会社法386条1項の適用がな
い(別紙2｢監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社代表者｣参照)。

24

(4)

②理事(理事であった者を含む｡)が,監事設置一般社団法人に対して決議不存在確認などの
訴えを提起する場合,当該訴えについては監事が同法人を代表する｡監事設置一般社団法
人が理事(理事であった者を含む｡)に対する訴えを提起する場合も同様である(一般社団法
人及び一般財団法人に関する法律104条1項)。

26

③独立行政法人が当事者である場合には,独立行政法人通則法25条による代理権の有無に
ついて,審級ごとに最新の資格証明書面により確認する。

28

事件書類の差し替え

①裁判所が受け付けた事件書類の差し替えは許されないので,新たな事件書類として扱う。 25,26,28

24
《 (5)

②提出された書面を裁判所が一旦受け付けた後は,提出者から返還を求められても,これに
応ずることはできない。

2送達･通知に関するもの

上告提起通知

①上告提起通知書(上告受理申立て通知書)は,上告理由害を提出する側だけでなく,当事者24,26,27
双方に速やかに送達しなければならない(民訴規則189条1項， 199条2項)。 ，28

②上告提起通知書(上告受理申立て通知書)は,被参加人である上告人(申立人)に送達する25
と同時に,上告人(申立人)補助参加人にも送達する必要がある(最二小判昭和25年9月8日
民集4巻9号359頁,最一小判昭和47年1月20日判時659頁参照)｡また,上告人(申立人）
補助参加人からの上告理由害(上告受理申立て理由書)の提出は,被参加人である上告人
（申立人)が上告(上告受理)提起通知書の送達を受けた日から50日以内にされなければなら
ない(民訴規則194条)。

③被上告人兼相手方から提出された委任状に事件の表示として上告提起事件のみしか表示さ24
れていないときは,その代理人に対し,上告受理申立て通知書及び上告受理申立書副本を送
達しても,相手方に対する有効な送達にはならない(民訴法55条2項3号)。

(11

2



|
⑤匡 '、ごEα〕‘

皮拘束者
園選代理
型冬ワ頂

いて 9

恢拘宋宅
自4星冒莅8．

⑥独立当事者参加
て*,．上告尋理由

四r宮~r刃”、Uも－〃､刀吟

更び上告受理申

聡縊;告圭歩の上弓

◎

①国を被告とする行政訴冒
でI士なく国の代表者でホ ◎

の離縁後に法定

914条_815条一

J砿學圭Lα

告桿起涌知菩

ぐ 811条） 。 』

〔

’ Ⅱ易砂Tの届出か8

係る場所にお［ ◎

3

１

１

２
３

１

１

特別抗告提起通知

①後見開始の審判に対する抗告棄却決定に対し,被後見人が特別抗告を提起したときは,同
人に対し,特別抗告提起通知書を送達しなければならない(民訴規189条1項)。

②後見開始の認容審判に対し,原審申立人とは別人から即時抗告があった場合,原審申立人
は引き続き当事者としての地位に就くと考えらるので,同人に抗告状の写しを送付する(家事
事件手続法96条1項,88条1項)。抗告審の決定害には｢一審申立人｣と表示する必要があ
る(家事事件手続法93条1項,76条2項3号)。
また,特別抗告があったときは,一審申立人は特別抗告審での当事者に当たると解されるこ
とから,特別抗告提起通知書の送付が必要となる(家事事件手続規則62条)。

③家事事件手続法の適用を受ける特別抗告事件(許可抗告申立て事件)においては,原裁判
所は相手方に対して,特別抗告状(許可抗告申立て書)写しの送達を行う必要がない。

④家事事件手続法及び非訟事件手続法の適用を受ける特別抗告事件(許可抗告申立て事件）
においては,原裁判所は,抗告状却下命令等があったときを除き,特別抗告提起通知書(抗告
許可申立て通知書)を,抗告人に送達するとともに,原審における当事者及び利害関係参加
人(抗告人を除く｡）に送付する必要がある｡また,この送付をした場合には,その旨を記録上
明らかにしておかなければならない。

⑤家事事件手続法別表第一事件の適用を受ける特別抗告事件(許可抗告申立て事件)におい
ては,第一審における審判を受ける者となるべき者は当事者とはならないので,特別抗告提起
通知書(抗告許可申立て通知書)を送付する必要はない。

⑥抗告状却下命令に対して特別抗告がされた場合や保全命令申立事件において債務者審尋
を行わずに却下決定がされ,同決定に対する即時抗告の棄却決定に対して特別抗告がされ
た場合等,特別抗告に至るまでの決定,命令が相手方に一切告知されていない場合において
は,特別抗告提起通知書の送達は抗告人に対してのみ行う。

地方公共団1本への送達

行政訴訟(抗告訴訟)に関連請求に係る訴えが併合されている場合,相手方が同一の地方
公共団体であっても,個別法の規定によって,請求ごとに代表者が異なることがある｡その場
合には訴状副本,控訴状副本,上告提起通知書等の送達は,それぞれに対してする。

28

26

9

27

27

28
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①答弁書により送達場所の届出がされている場合には,商業登記簿上の本店所在地ではな 24
〈,届出がされている送達場所に上告状等を送達する。

②支払督促申立書により送達場所の届出がされている場合には,上告状記載の住所ではな 24
〈,届出がされている場所に上告状等を送達する。

③控訴審で届け出られた送達場所が,上告受理申立書により変更されている場合は,変更後24
の送達場所に送達する。

④刑事施設に収容されている者に対する送達は,刑事施設の長にする。 27

(4)

特別送達郵便

特別送達郵便を発送するときは,封筒の宛先,封入する送達書類と郵便送達報告書の記載
内容に齪饒がないことを確認する。
また,返送された郵便送達報告書の配達担当者作成部分に以下のような不備がある場合
は,補正を依頼する。
ア受領者の押印又は署名欄と送達方法欄の受領者が異なっている。
イ送達の場所欄の住所に不備(町名の記載漏れ等)がある。
ウ送達年月日時欄に明らかな誤記(年度の誤り等)がある。

27,28

(5)

送達費用

上告審は法律審で当然に弁論を行うことを予定しているものではないので,上告理由害(上
告受理申立理由書)副本を相手方当事者に対して当然には送達しない(民訴規則198条ただ
し書)。したがって,上告理由書(上告受理申立て理由書)副本の送達(送付)上申がされ,原
審において送達(送付)する場合は,申請者に送達(送付)費用を予納させ,その費用をもって
送達(送付)する(民訴費用法11条2項)。岬件

〈 25

(6)

判決書正本の送達

判決書正本は,判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から2週間以内に送達しなけ
ればならない(民訴規則159条1項)。

24,27,28

送達書類

①訴えの交換的変更申立てが記載された準備書面や訴えの一部取下書が提出された場合
に,被告の同意を要するときには,被告への通知では足りず,同準備書面副本あるいは同取
下書副本を送達しなければならない(民訴法297条,261条4項,2項,民訴規則162条)。

②証人呼出状には尋問事項書を添付する必要がある(民訴規則108条)｡送達報告書の送達
書類欄にも｢尋問事項害｣を記載する。

塁鯆害回や訴えの一鄙取ト書プ

の通知ては足りず同準書画
,去297条, 261条4エ ，2項民訴

人専かお鳥（尾言融目目lllOR未）‐

塁鯆害回や訴えの一鄙取ト書プ

の通知ては足りず同準書画
,去297条, 261条4エ ，2項民訴

人専かお鳥（尾言融目目lllOR未）‐

塁鯆害回や訴えの一鄙取ト書プ

の通知ては足りず同準書画
,去297条, 261条4エ ，2項民訴

人専かお鳥（尾言融目目lllOR未）‐

下えのう

被告0
雲冨II太

下えのう

被告0
雲冨Il太

下えのう

被告0
雲冨Il太

28

(8)

27

その他の通知,呼出し

①口頭弁論期日に欠席した当事者に対する次回口頭弁論期日の呼出しを電話で行った場合
（簡易の呼出し)は,当該期日調書の余白部分にその旨を付記するなどの方法で記録上明ら
かにする(民訴規則50条2項)。

②複数いる上告人兼申立人の一部から,上告兼上告受理申立ての取下げがされたときは,被
上告人兼相手方にその旨を通知し(民訴規則199条2項, 186条, 177条2項),通知したこ
とを当該取下書の余白部分に付記するなどの方法で記録上明らかにする(民訴規則4条2
項)。

③抗告不許可決定を相手方に送付して告知した場合には,その旨を記録上明らかにしておか
なければならない(民訴規則50条2項)。

〔
25

(9)
24

28

3調書･書類作成に関するもの

口頭弁論調書等

①形式的記載事項

ア 一般

口頭弁論調書等を作成するときは,事件の表示(併記すべき事件番号を含む｡）や裁
判官･書記官･速記官(口頭弁論に立ち会った場合)･出頭した当事者等の氏名,期日
の年月日時など形式的記載事項の誤記や脱漏,裁判官の認印漏れに注意する。

25,26,27
,28

4



「出頭した当事者｣欄

口頭弁論調書の｢出頭した当事者等｣欄では,当事者の表示(控訴人と被控訴人な
ど)を取り違えないように注意する。

イ

24

ウ 公開

け） 口頭弁論調書には､公開した旨を記載しなければならず, 「場所及び公開の有
無｣欄を, 「場所等｣として記載してはならない(民訴規則66条1項6号)。

け） 進行協議期日経過書,弁論準備手続調書には,公開の有無を記載する必要はな
いハ

エ その他

口頭弁論期日において,弁論準備手続期日が指定されたときは,口頭弁論期日調書
の｢指定期日｣欄に｢弁論準備｣の付記をする。

口頭弁論期日に証拠調べが行われ,速記官が立ち会ったときは，口頭弁論調書の｢弁
論の要領等｣欄の冒頭部分にその旨を記載する(参考として民事実務講義案I (五訂
版)94頁)。

②期日の連続性

期日の連続性を確保するためには，日頃からの管理,確認が不可欠であり,調書等の作成
に当たっては,次の点に注意する。

ア 弁論準備手続調書の｢期日指定｣欄に記載された期日と異なる弁論準備手続期日が
期日外に指定された場合,既に指定されていた期日が実施されたときは,当該期日の
調書を作成し,当該期日が実施されないときは,取消決定がされていなければならな
い。

イ 調書の｢期日指定｣欄に記載された期日と次回期日の調書に記載された期日は,変
更がない限り同一でなければならない。

ウ ロ頭弁論期日指定書に記載された期日の日時と口頭弁論調書に記載された期日の
日時は,変更がない限り同一でなければならない。

エ ロ頭弁論調書の｢期日｣欄に記載するときは,期日指定書,期日変更の決定書又は
前回期日調書の｢指定期日｣欄と同一であるか確認する。

24,26,28

24,26

24

28

〈 24

24

24,27

28

③訴訟行為の主体

口頭弁論調書の弁論の要領等欄を作成するときは,その主体(裁判官,原告,被告等)を明
らかにして,訴訟行為を記載する｡

④弁論の更新

弁論の更新の必要性については,あらかじめ裁判官と書記官が認識を共通にしておき,調
書の作成に当たっては,次の点に注意する。

ア 弁論準備手続終了後の口頭弁論期日において,当事者が弁論準備手続の結果を陳
述したときは,その旨を口頭弁論調書に記載する。

イ 控訴審の口頭弁論期日において,当事者が第一審における口頭弁論の結果を陳述
したときは,その旨を口頭弁論調書に記載する。

ウ 移送された事件の口頭弁論期日において,当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述
したときは,その旨を口頭弁論調書に記載する。

エ 控訴審の口頭弁論期日において,口頭弁論の結果が陳述されていない事件が併合
され,当事者が第一審における口頭弁論の結果を陳述したときは,その旨を口頭弁論
調書に記載する。

26,27

(1)

《

24,27

26,27

27

27

【ポイント】 弁論の更新が行われなかった場合，書記官としてはどのような対応を執ればよいか。

⑤弁論準備手続に付する旨の決定等

口頭弁論期日において,弁論準備手続に付する旨及び同手続を受命裁判官が行う旨の決
定がされ,受命裁判官が指定された場合には,その旨をそれぞれ口頭弁論調書に記載する。

26,28

5
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(2)

書証目録等

①記載

ア 控訴審で提出される書証には,第一審で提出された害証の最終番号に連続する番号
を付す。

イ 書証目録の記載にあたっては,原本に代えて写しが提出された場合と,写しが原本と
して提出された場合を混同しないよう注意し,認否欄を記載する場合には,原本の存在
の認否と成立の認否双方を意識した上で正確な記載を行う。

ウ 証人等目録の証拠調べの施行欄の指定期日の時刻は, 12時間制で記載し,午前又
は午後の表示は省略する(参考として民事実務講義案I(五訂版)158頁(注2))。

エ 在廷する証人を採用してその期日において直ちに尋問する場合, 「指定期日｣欄は年
月日を記載するのではなく｢在廷｣と記載する(参考として民事実務講義案I(五訂版）
158頁第6の2の(4)の力の(ｱ))。

オ 簡裁から地裁に移送された事件において,簡裁が使用していた目録を利用して記載
するときは,地裁の事件番号を追記する(参考として民事実務講義案I(五訂版)267
頁第3の3の(4)のイの(ｲ))。

②差し替え

パソコンを利用して作成した書証目録に追記する事項が生じた場合,手書き又は別用紙によ
るべきであり,先に作成した目録を破棄し,追記事項を併せて記載した目録を作成して差し替
えてはならない。

26,27,28

27

27,28

28

28

26

(3)

送達報告書 、

①判決正本の交付送達報告書の送達日時は,上訴期間算定の基準となるので,正確に記載
する 。

②家事事件記録において,秘匿すべき住所が送達場所として記載された送達報告書は,誤っ
て閲覧謄写されることがないよう,適切に管理する。

24

26

(4)

判決書正本の作成

判決正本は,判決原本と同一であることを害記官が認証したものであり,裁判官名の誤記や
脱漏,認証日の誤記別紙の脱漏があってはならず,落丁,乱丁等のないようにする。

25,26,27
28



①上告人兼申立人の一部から,上告兼上告受理申立ての取下げがされたときは,被上告人兼24
相手方にその旨を通知し(民訴規則199条, 186条, 177条2項),通知したことを記録上明ら
かにする(民訴規則4条2項)。

②家事事件手続法により,相手方に対し,抗告不許可決定,特別抗告却下決定等を普通郵便26
(5)

等の相当な方法で告知したときは,当該決定書等にその旨を付記するなどの方法で記録上明
らかにする(同法98条1項,96条1項,家事事件手続規則50条3項)。予納郵便切手管理袋
への記載のみでは,告知結果を記録上明らかにしたことにはならない。

③期日変更の決定日と告知日が異なる場合には,告知日は,決定書にあらかじめ印字するこ 26
となく,手書きで追記する。

4訴訟手続の進行に関するもの

会社や地方公共団体の被告適格,代表者

①市の教育委員会がした行政処分について,市を被告として提起された取消訴訟においては，
市を代表するのは,市長ではなく,教育委員会となる。

②市議会議員選挙に立候補の届出をするために原告がした供託に係る供託書正本の返還義
務の存否を争っている公法上の当事者訴訟においては,市選挙管理委員会や選挙長が被告
ではなく,市が被告となる。

③会社法386条1項において監査役設置会社においては当該会社と取締役(取締役であった
者を含む｡以下同じ)との間の訴訟については,監査役が会社を代表すると定められている
が,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律53条に該当する場合には,監査役
の監査の範囲を会計に関するものに該当する旨を定款で定めたものとみなされるため，当該
会社を代表するのは代表取締役である。
法人の代表者の誤りは,絶対的上告理由(民訴法312条2項4号)及び再審事由(同法338
条1項3号)となるものであり,監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社代表者の
代表権については,会社法のほか,会社法施行に伴う整備等に関する法律53条の適用の有
無などの検討を要する場合があることに留意する(別紙2｢監査役設置会社と取締役との間の
訴えにおける会社代表者｣参照)。

24

24

24

（ (1)

裁判の主体

①手数料不納付を理由とする訴状却下は,裁判長が行う命令であり,裁判所が決定で行うこと
はできない｡裁判害の表題は｢命令｣となる(民訴法137条2項)。

②口頭弁論期日の指定は,裁判長が行う命令であり,裁判所が行うことはできない(民訴法13
9条)が,期日の指定の取消しの裁判を含む期日変更の裁判は,裁判所が決定の方式で行
う。

24

(2)

27,28

受命裁判官の権限等

民訴法171条3項を参照するほか,次の点に注意する。

①受命裁判官が交替する場合には,裁判長による受命裁判官の変更(取消し･指定)が必要で25
ある(民訴規則31条1項)。

②受命裁判官が弁論準備手続期日において当事者双方と立証計画の打合せを行ったとして 25,28
も,受命裁判官は証拠の申出に関する裁判ができないから,期日外で裁判所が決定をする必
要がある。

③受命裁判官が和解期日や弁論準備手続期日を主宰している場合の同期日の指定や取消し26
は,受命裁判官が行う裁判である。

(3)
④弁論準備手続に付する旨の決定の取消しは,受命裁判官ではなく,裁判所が行う裁判(民訴26
法172条)である。

⑤和解期日を受命裁判官に行わせる場合には,裁判長による受命裁判官の指定が必要であ 26
る(民訴規則31条1項)。

〔

⑥受命裁判官が交替する場合には．裁判長による受命裁判官の変更(取消指定)が必要であ'2‘'2フる(民訴規則31条1項)。

7



|” ’| ’
ｲ丁協議期ヒ

ョの指壼が
隼1ニコ

キ壼乃7K薪ヨ

〔

《

破産一一

一U」

｡

ロ』T言LpH剤、JJ,。』山

⑥7K理南中の半

◎

8

(4)

人身保護請求事件

人身保護請求事件における国選代理人の報酬等は,人身保護法による国選代理人の旅費
等に関する規則6条により国庫立替えとすることができる。

24

(5)

弁論準備

弁論準備手続期日が指定されるときは,その前に弁論準備手続に付する決定が必要である
(民訴法168条)。
弁論準備手続に付する決定が最初の口頭弁論期日前であるときは,当事者に異議がない場
合に限られるので(民訴規則60条1項),記録上そのことを明らかにしておくのが相当である。

27

(6)

保全抗告

保全抗告事件においては，口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことのできる審尋期日を経
なければ決定をすることができない(民事保全法41条4項,29条)。

24

(7)

家事事件

家事事件手続法別表第2に掲げる事項についての家事審判手続においては,審理終結日を
定める必要があり,審理を終結したときは,審判日を定める必要がある(同法93条,71条,7
2条)。

26

(8)

その他

電話会議システムによる弁論準備手続期日

電話会議システムにより弁論準備手続の期日における手続を行うことが許されるのは,当事
者の一方が期日に出頭した場合に限られる(民訴法170条3項但書)。

27

5裁判書の点検に関するもの

(1)

形式的事項のチェック

判決害又は決定書の点検に当たっては,次の点に注意する。

①裁判所の表示

②裁判官の署名又は記名及び押印(口頭弁論終結時の裁判官名）

③口頭弁論終結の日(審理終結の年月日)及び決定日(年月日）

④代表者の資格及び代表者名並びに代理人の表示

⑤判決原本の交付を受けた日

28
9

24,27

24

24,26

24

27

(2) 判決書･決定書に添付する書類の確認

別紙として図面や目録を添付する場合には,文字,数字等の一部が欠けたり,不鮮明になら
ないように注意する。

26
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(4)

主文と理由

①主位的請求と予備的請求がされている事案において,主位的請求を棄却したときは,判決理
由中に予備的請求に対する理由についても明示的に記載する。

②一審が認容した弁護士費用相当額の損害について,控訴審判決において請求を棄却すると
きは,その理由を記載しなければならない。

③控訴審において引用判決の方法を採って,一審の慰謝料額と異なる認定をする旨の説示を
控訴審判決に付加する場合,一審判決の理由中,慰謝料額を認定した部分を削除せずに,そ
のまま引用することはできない。

④主文と理由中の判断に齪甑脱漏がないことを確認する。

24

24

24

27

(5) 訴訟費用

｢訴訟費用関係書類｣となる鑑定料の支給決定の写しは,後の訴訟費用確定手続に必要と
なるから,第3分類のその他の書類群に綴る(平成9年7月16日付け最高裁総三第77号事務
総長通達｢民事訴訟記録の編成について｣記1の(3)のキ参照)。

28

(6)

その他留意点

①

②

抗告許可申立て事件の決定日

●

抗告許可申立て事件の決定当日において,理由書提出期間が満了しているか確認する。

再抗告の決定に対する抗告許可申立て

再抗告についての決定及び命令は抗告許可申立てができる裁判の対象から除外されている
(民訴法337条1項)ので,再抗告の決定に対する抗告を許可することはできない。

【ポイント】 再抗告についての決定及び命令が許可抗告の対象外となっているのはなぜか。

③裁判書原本の乱丁

裁判害の原本には頁の前後が入れ替わるなどの乱丁があってはならないので,連続性が確
保されているかを確認する(平成11年2月3日付け総務局長等通知｢民事事件,行政事件及
び家事事件に関する文書の契印の取扱いについて｣)。

④理由書提出期限

上告却下又は上告受理申立却下の決定書の点検においては､理由書提出期間が満了して
いるかに注意する。

⑤期日取消決定

口頭弁論期日取消決定については,裁判官の押印を確認する。

〃

28279

25

24

26

26

26

6上訴申立書の審査･記録整理･送付に関するもの



上告状及び上告理由書提出期間内に提出された上告理由書に民訴法312条1項又は2項24，26，27
に規定する事由の記載が全くないときは,不備を補正する余地はないから,原裁判所は,補正
を求める事務連絡を送付したり,民訴規則196条1項所定の補正命令を発せず,直ちに決定
で上告を却下すべきである(最二小決平成12年7月14日集民198号457頁参照)。

②原裁判所において却下できない場合があることに注意する。

ア 上告状及び上告理由書に民訴法312条1項又は2項に規定する事由の記載がある24
ときは,それが実質的には上告理由に当たらなくとも,原裁判所において上告を却下す
ることはできない(最三小決平成11年3月9日集民192号99頁参照)。

イ 上告受理の申立てに係る事件が民訴法318条1項の事件に当たるか否かは,上告25，26，27
裁判所である最高裁判所のみが判断し得る事項である｡したがって,申立書又は理由 ，28
書に形式的に同項の事件に当たる旨の記載がある場合には,原裁判所で同項に規定
する事由の記載がないとの理由で不適法却下することはできない(最一小決平成11
年3月9日集民192号109頁参照)。

ウ 原裁判所が,上告理由(上告受理申立て理由)が民訴規則所定の方式により記載さ 27
れていないことを理由に,民訴法316条1項2号(318条5項)により上告(上告受理申
立て)を却下するには,上告理由書(上告受理申立て理由書)提出期間後に相当の期
間を定め,その期間内に不備を補正すべきことを命じ,期間内に補正がされなかったこ
とを要する(民訴規則196条2項(199条2項))から,補正命令を発することなく,方式
違反を理由に上告(上告受理申立て)を却下することはできない。

(1)

〈
特別抗告の審査

①第一審の決定や命令(再審申立却下決定(民訴法345条),訴状却下命令(民訴法137条2
項),即時抗告の原審却下(家事事件手続法87条3項)など)に対して,法律上不服申立方法
（即時抗告(民訴法347条, 137条3項))があるのに,特別抗告を提起した場合には,不適法
な特別抗告として原裁判所で却下しなければならない(民訴法336条3項,327条2項,316
条1項,家事事件手続法94条1項)ことに注意して審査を行う。

②特別抗告提起事件の処理に当たっては,特別抗告理由書のみではなく申立書等の記載を含
めて,民訴法336条1項の理由の記載の有無を点検する。

27

(2)

27

上訴記録の整理･査閲

①移送や上訴の場合,証人等の陳述について,調書の記載に代える許可があったときの録音
テープ等(以下｢録音媒体｣という｡）は事件記録の一部として送付するが,簡易裁判所の手続
の中で調書省略の許可があったときの録音媒体は,事件記録の一部ではなく,その事件を担
当する書記官が管理･保管する義務を負うものなので,送付しない。

25

②上告審に事件記録を送付する際,上告審での審理終了後に記録が自らの庁に返還される場
合には裁判書原本を綴るが,そうでない場合には裁判書正本を綴る。

25,27

〈 【ポイント】 控訴審及び上告審終了後，事件記録は一審裁判所に返還される（事件記録等保存規程3条1
項） 。では，裁判書原本を保存すべき裁判所はどこか。

(3)

③上訴記録査閲時には,提出された訴訟関係書類に落丁等がないか‘漏れなく綴られている
か,各査閲担当者において必要な部分を十分に点検する。

④係書記官は,郵便切手を受領し,又は使用するときは,予納者を確認し,予納郵便切手管理
袋に所要の記載をし,押印する｡上訴等に伴う引継ぎの際には,主任書記官及び訟廷管理官
は,予納郵便切手管理袋の一連の記載内容を確認した上で,それぞれが押印する。

24

24,25,27

⑤上告審においては,事件記録に編てつされた判決正本に基づいて審理が行われるので,上
告審に事件記録を送付する際は,事件記録に編てつする判決正本が,原本と同一内容のもの
であることを確認する。

27

上訴記録の送付

①一方当事者から上訴提起があった場合,事件記録は,他方当事者の上訴期間の経過を確
認した上で,上訴裁判所に送付する。

(4) ②抗告理由書提出期間内は,理由害の追加提出が可能であるので,事件記録は,理由害提
出期間が満了していることを確認した上で,上訴裁判所に送付する。

25

26

10



| ’
③毒

･灰9年7月16E
の('1参B召）‐

く

〈

11

7その他

(1)

事件記録の閲覧･謄写

訴訟記録(事実調査部分を含まない｡）の閲覧･謄写申請に対しては,閲覧･謄写票の｢許。
否｣の該当文字を○で囲み, 「許可権者印｣欄に押印をする(平成9年8月20日付け最高裁総
三第97号総務局長通達｢事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて｣記第3の2参
照） ◎

28

(2)

秘匿情報

家事事件について,非開示の希望に関する申出は,非開示を希望する当事者本人から非開
示を希望する情報及び理由を明らかにした書面を,非開示希望情報が含まれた書面と－体に
して提出させる。

27

(3)

予納郵便切手の取扱い

係書記官は,予納郵便切手を受領又は使用するときは,予納者を確認した上で,予納郵便
切手管理袋に所要の記載をし押印する｡上訴等に伴い予納郵便切手を訟廷管理官に引き継
ぐときは,主任書記官は予納郵便切手管理袋に所要の記載をして押印した上，
容を確認して余白に押印し,受領者の受領印を予納郵便切手管理袋の余白に

一連の記載内
受ける。

28



(別紙1）申立手数料の例

(注）本表は,留意事項本文を照らし合わせて参考にされたい。

A離婚,親権者指定(子1人)，慰謝料(300万円),養育費月3万円,財産分与及び年金分割を申
し立てた場合の例

〈
離婚く慰謝料

注1:個別に申し立てることは本来あり得ないが,親権者指定のみを申し立てたと仮定した場合の申立手数料である。

注2:原告全部勝訴(年金分割も認容)と仮定した場合の被告側の控訴手数料である。

注3:注2の控訴が棄却された場合の上告手数料である。

B離婚,親権者指定(子2人)，慰謝料(100万円),養育費月1人2万円,財産分与及び年金分割
を申し立てた場合の例

く

離婚＞慰謝料

注1 :個別に申し立てることは本来あり得ないが,親権者指定のみを申し立てたと仮定した場合の申立手数料である。

注2:原告全部勝訴(年金分割も認容)と仮定した場合の被告側の控訴手数料である。

注3:注2の控訴が棄却された場合の上告手数料である。

12

請求 訴訟物の価額
個別の

申立手数料
併合訴額 申立手数料

控訴手数料
(注2）

上告手数料
(注3）

1

2

3

離婚

親権者指定

慰謝料

1,600,000

3,000,000

13,000

(注1） 1,200

20,000

3,000,000 20,000 30,000 40,000

4 養育費 1,200 1,200 1,800 2,400

5 財産分与 1,200 1,200 1,800 2,400

6 年金分割 1,200 1,200 1,800 2,400

印紙額 23,600 35,400 47,200

請求 訴訟物の価額
個別の

申立手数料
併合訴額 申立手数料

控訴手数料
(注2）

上告手数料
(注3）

1

2

3

離婚

親権者指定

慰謝料

1,600,000

1,000,000

13,000

(注1） 2,400

10,000

1,600,000 13,000 19,500 26,000

4 養育費 2,400 2,400 3,600 4,800

5 財産分与 1,200 1,200 1,800 2,400

6 年金分割 1.,200 1,200 1,800 2,400

印紙額 17，800
申

26,700 35,600



(別紙2）

監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社代表者※1

（チャート図兼チェックシート）

特例有限会社である
※2
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会社法施行の際現に
(平成18年4月30日
に)株式譲渡制限の定
款の定めがあった※フ

〈

｜’

YesD

！
－－－－－－－

資本余の額が,億円以IN｡□
下である※8

|YesD
け一一一 巴.一 Jロ■■レーー－
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※本チャート図兼チェックシートは，新件の受付時における問題点の注意喚起及び必要最小限のチェックをす
るためのものとして作成したものであり，その性格上，あらゆる場面を網羅的に示すものではなく,事案に応じ
て他の要素も考慮しなければならないことがあり得ることを予定している。したがって，個別の事件の処理にお
いては，上記の趣旨を踏まえ，本チャート図兼チェックシートを機械的に適用するのではなく，関係する条文を
確認の上，現在の定款を確認するなどして，個別に検討をされたい。

13

代表取締役※9

監査役

監査役

監査役



チェックシート利用上の留意事項

※1 登記簿上の「監査役設置会社」 （会社法（以下，条文を示すときは「法」 という｡） 911Ⅲ⑰

参照） と取締役（元取締役を含む｡） との間の訴えにおける会社代表者に係るチェックシートで

ある（取締役の責任追及に係る株主代表訴訟における提訴請求等の名宛人の問題（法386Ⅱ）

等の検討にも利用できる。監査等委員会設置会社と取締役との間の訴え〔法399の7〕及び指

名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴え〔法408〕に関しては,対象外である｡)。

0

※2監査役を置く特例有限会社（いわゆる整備法3Ⅱ参照）については，法施行後に定款変更をし

て監査役の監査範囲を拡大したことがうかがえない限り，定款の確認は不要であり，資本金の額

にかかわらず，代表取締役を代表者として扱う （整備法24参照)。

※3法3861適用の有無(法389Ⅶ参照)を順に確認していくという発想でチェックしていく。

法3891でいう監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた会社（以

下「限定会社」 という｡）であるためには， 「公開会社でない」こと，すなわち，全株式につき譲

一

（

登記事項証明書（当審への上訴に当渡制限の定めがあることが必要であるから（法2⑤参照)，

たり代表者事項証明書又は商業登記規則別表第5の株式・資本区を除いた一部事項証明書が添付

）でその制限の宿されているときは，上記記載がある登記事項証明書の提出を上訴人に求める。

無を確認する。なお，※7参照

※4監査役会設置会社又は会計監査人設置会社は，限定会社になることができないので（法389

1括弧書参照)，登記事項証明書でそのような会社であるかを確認する。

限定会社につき，監査役の監査の範囲※5平成26年の法改正（同27年5月1日施行）により，

を限定する旨の定款の定めがあることが登記事項とされた

たり代表者事項証明書が添付されているときは，役員区の

(法911Ⅲ⑰イ。当審への上訴に当

〔
記載がある登記事項証明書の提出を上

訴人に求める｡)。ただし，上記改正の施行時に上記定款の定めのある限定会社は，上記改正の施

行後最初に監査役が就任し，又は退任するまでの間は，上記定款の定めがあることを登記するこ

とを要しないことから（平成26年法律第90号附則221),登記事項証明書の役員区欄に上

記定款の定めがあることが記録されていない場合があり得ることに留意する。

登記事項証明書により上記定款の定めがあることを確認することができた場合は，会社代表者

は代表取締役となる。これに対し，上記定款の定めの有無を登記事項証明書により確認すること

ができない場合は，チェックシートの※6以下に沿ってチェックしていく。

※6 当該会社が，平成18年5月1日の法施行日以後に設立されたものであれば，原則として整備

法53の適用の余地がないので，登記事項証明書により会社成立の日を確認し，その日が法施行

する。ただ日以降であれば， ゐの有垂房"刑崔認

14



ー

し，施行日以降の近接した日に成立の登記がされている会社の定款については，法を前提とする

ものか旧商法を前提とするものかに留意する必要がある（整備法53, 661後段, 75参照)。

※7整備法53は,会社法において監査役の監査の範囲を定款で限定し得る会社(法3891参照）

についての経過措置規定であり，会社法において公開会社（法2⑤） となる会社（旧商法下で定

款による株式譲渡制限の定めのない会社。整備法76Ⅲ参照）には適用されない。そこで，会社

法施行の際現に（平成18年4月30日に）株式譲渡制限の定款の定めがあったか否かを確認す

る必要がある（一般的には，登記事項証明書の株式・資本区欄の記載で確認できる。必要に応じ

て閉鎖事項証明書（商業登記規則301@)も確認する｡)。

※8整備法53の適用の可能性がある場合は，会社法施行時点で，いわゆる商法特例法1の2Ⅱに

規定する「小会社」 （①資本の額が1億円以下，及び②最終の貸借対照表上の負債が200億円

原則として現在の登記事項証明書で資未満）の要件を満たしていたかを確認する必要があるが，
ぐ

できれば，資本の額の変更と負債の額は確認する本金の額が1億円以下の会社であることが確認

ことなく，限定会社として取り扱う （法施行後に定款変更をして監査役の監査範囲を拡大する例

もまれに見られるところ，そのような変更の有無について疑義があるときは,定款を確認する｡)。

現在の資本金の額が1億円を超えている会社については，原則として定款を確認する。

※9限定会社である場合は,代表取締役が代表者になり（法389Ⅶ， 349Ⅳ)，株主総会決議(法
0

353）や取締役会決議（法364）で定めた者がいればその者が代表者になるので，登記臺望

する。証明書（場合により議事録）で確認

に

15



(別紙3の1）

上告提起事件の処理における点検事項

（チャート図兼チェックシート）

「
Ｉ上告理由書が期間内

に提出されている。
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(別紙3の2） 上告受理申立て事件の処理における点検事項

（チャート図兼チエックシート）

卿｡口－1丁言1
上告受理申立書に
上告受理申立て理由
の記載がある。

上告受理申立て理由
書が期間内に提出され
ている。

Noロー→

YesDYesD

l
N･口__→｢~罰下

－1

1‐ ’
形式的に判例違反,法

令違反の記載がある。

「
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ぐ

※上告受理申立ての理由の記載が民訴規則199条1項, 191条2項,3項の方式に違反したとしても，
民訴法318条1項の事件に当たるか否かは最高裁のみが判断しうる事項であるから,実際に補正
命令を発すべき場合は稀であることに注意すべきである。

〔
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第2刑事関係

ぐ

〈

18

J J f
〃 i 留意事項

伊一夕

凸

弓. ､ . ｡ q 『1

年度

1 受付･立件に関するもの

(1)

受付時の点検

上告申立書や上告審宛ての弁護人選任届を受領したときは,裁判所の表示や原判決の内容
が正しく記載され,不服申立の対象となっている裁判の特定がなされているか,また被告人の署
名押印等がなされているか点検し,例えば,窓口で提出された場合のように補正が可能なとき
は,補正をさせた上で上告審に記録を送付する。

27

１

１

２
３

１

１

受付日付印

①日付

受付日付印の日付に誤りがないか,特に年度当初は｢年｣に誤りがないか注意する。

②合同当直

合同当直が行われている裁判所で起訴状等の書類を受け付けるときは,書類の宛先を確
認して,宛先に応じた受付日付印を押捺する。

③再抗告審宛ての書類

再抗告申立書とともに再抗告審宛ての書類(例えば,再抗告審における付添人選任届)が
提出されたときは,受け付けた庁において受付日付印を押印する。

④符号,番号,認印

立件した保釈請求書等には,受付日付印の所定の箇所に事件の符号及び番号を記載し，
その傍らに取扱者は認印する。

【ポイント】受付日付印の押印等を正しく行わなければならないのはなぜか。

立件 ．

証拠開示に関する裁定請求は,雑事件として立件する。

26

26

24

27

26

25

(4)

書類の引継ぎ

事件係は,受け付けた書類(国選弁護人選任請求書等)を速やかに担当部署に引き継ぐ(平
成4年8月21日付け最高裁総三第26号事務総長通達｢事件の受付及び分配に関する事務の取
扱いについて｣記第4の1参照)。

●

25

(5)

訂正,補正

受付(窓口での訂正）

提出書類を閲読の上,明らかな誤記等は,その場で訂正させる(例えば,①宛先が間違っ
ていないか(｢○○地方裁判所｣の宛先が, 「○○地方検察庁｣や｢○○簡易裁判所｣となって
いないか),②上告申立書にもかかわらず｢控訴を申し立てる｡｣というような記載になってい
ないかなど)。

25

(6)

即時抗告(特別抗告)申立期間

即時抗告申立て(特別抗告申立て)については,その理由害についても即時抗告(特別抗
告,再抗告)申立期間内に提出しなければならない(最三小決昭和34年4月13日刑集13巻4号
448頁参照)。

24,25
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2送達･通知に関するもの

(1)

送達すべき書類

国選弁護人選任書

国選弁護人選任書は,その受領が記録上明らかになっていれば足り,送達までは要しな
い(刑事執務資料22号｢国選弁護人選任手続及び即決裁判手続に関する執務資料｣15頁，
43頁では,弁護人からの請書の受領による方法が示されている｡)。

25

(2)

送達すべき者

①送達受取人の署名押印のない送達受取人の届出書は適式なものではない(刑訴規60条，
62条)ので,補正させずに当該送達受取人宛てに送達を実施しても適法な送達とはならない
(なお,届出書を補正させる場合には,直接書き加える方法によることは適式に受理した文書
を改ざんすることになるため,コピーに改めて署名押印させるなど適切な方法によって行
う｡） ◎

②少年保護事件で原審付添人が抗告を申し立てたとしても,抗告審で付添人選任届を提出し
ない場合は,決定謄本を原審付添人に送達する必要はない。

24

24

(3)

送達の名宛人

刑事施設に収容されている者に対する裁判書等の送達は,施設の長を受送達者とすることに
なっている(刑訴法54条,民訴法102条3項)が,病院に入院中の者や児童自立支援施設に入
所している少年に対する送達は,施設の長宛てではなく,直接本人宛てに行う(この場合に受送
達者以外の者が受け取らないよう注意喚起する方法につきH28.3.22付け最高裁総務局第三課
長事務連絡｢特別送達における郵便業務従事者への注意喚起の方法について｣参照）

【ポイント】刑事施設に収容されている者と異なる取扱いとなるのはなぜか。

25

(4) 通知書の記載

控訴審の判決宣告期日に出頭しなかった被告人に対して判決宣告の事実とその内容を通知
する場合には,被告人の上告申立ての判断に関わるため,判決主文を不足なく正確に通知する
(例えば,未決算入された日数,没収など)。

24,28

(5)

被告人に対する保釈許可決定謄本の送達

①被告人に対して保釈許可決定謄本を送達する場合には,具体的な手続の進行状況を考慮
し,適正迅速に実施する。

【ポイント】手続の進行状況としてどのようなことが考えられるか｡その上で,送達を適正迅速にするの
はなぜか。

②被告人宛てに保釈許可決定謄本を送達したところ,保釈制限住居以外の場所で被告人本
人が受領しているときは,弁護人や被告人本人に照会した上で,裁判官の指示を仰ぐ。

【ポイント】保釈制限住居以外で送達されたときに裁判官の指示を仰ぐのはなぜか。

27

26

(6)

送達報告書

①特別送達を実施した場合は,戻ってきた送達報告書をチェックし,例えば，

ア記録上,被告人が独り暮らしであることがうかがえるのに, ．｢同居者｣や｢使用人･従業者」
が受領したという記載がされている場合

0

イ同居者として年少の子供が受領したことがうかがえるのに,その年齢が記録上明らかで
なく補充_送達受領資格が認められない可能性がある場合など,送達の有効性に疑義が
あるときは,弁護人や被告人等に照会した結果を記録化し,必要に応じて裁判官に相談し
た上で再送達を行うなど,送達の効力に疑義が生じないようにする。

②付郵便送達時の送達報告書に記載誤りがないか注意する(例えば,宛先とした場所など)。

26,27,28

26,27,28

26,27,28

28
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(7)

控訴趣意書差出最終日通知書が留置期間経過で返送された場合

控訴趣意書差出最終日通知書が留置期間経過で返送された場合には,控訴趣意書を差し出
すべき最終日を考慮した上で,適切な送達方法を選択の上,再送達を実施する。

27

(8)

公訴提起前(被疑者段階)における主任弁護人制度の不適用

公訴提起前(被疑者段階)においては主任弁護人制度の適用はないので,主任弁護人指定届
が提出されていたとしても決定謄本は全弁護人に対して送達を要する。

28

3勾留･保釈に関するもの
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(2)

勾留期間更新決定書

①勾留期間更新決定に記載すべき罪名

勾留期間更新決定書には,現在の勾留の基礎となっている起訴罪名を記載する。

②禁銅以上の刑に処する判決宣告後の勾留期間更新決定の理由

第一審において勾留中の被告人に対し,懲役2年の実刑に処する旨の判決宣告がされた
後の勾留期間更新決定においては,その理由中に禁鋼以上の刑に処する旨の判決の宣告
があったことをも掲げるのが通例となっている。

【ポイント】禁銅以上の刑に処する判決の宣告があった場合,勾留期間更新の回数制限にどのよ
うな影響があるか｡また,その根拠は何か。

24

24

(3)

保釈

被告人又は保釈請求者でない者が保釈保証金を納付する場合には,裁判所の代納許可(刑
訴法94条2項)が必要である。

26

4調書･書類作成に関するもの
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(2)

④検察官の意見を公判調書に記載する際に,検察官提出の論告要旨を別紙として調書に引
用する場合は,法律の適用についての意見が記載されているか確認する。

⑤公判期日において訴因変更請求書が朗読されたときは,その朗読された旨も調書に記載
する(刑訴規則44条1項34号)。

⑥刑訴法157条の3に規定する措置をとった上,証人尋問を実施したときは,その措置をとつ
たことを証人尋問調書に記載する(刑訴規則44条1項25号)。

⑦証拠調べにおいて,調書に添付することとなった図面や写真等があるときは,調書完成時
に添付漏れがないことを確認する。

⑧公判調書等において文字を訂正する場合は,平成11年12月9日付け最高裁刑二第299
号刑事局長,家庭局長,総務局長事務取扱事務次長通達｢刑事訴訟規則の一部を改正する
規則の施行に伴う書類の訂正の取扱いについて｣に定められた方法により行う。

⑨調書(別紙として引用された書面も含む｡)は，

②

置を講ずる。

ステーブラで留めるなどして,散逸防止の措

同一期日において証拠調べの途中に他の手続が介在したときは,簡易公判手続又は即決
裁判手続でない限り,証拠調べがその手続の前か後かを調書上明らかにする(｢証拠等関係
カード等に関する通達の解説｣(平成12年12月22日付け刑事局第二課長,総務局第三課長
事務連絡により送付)の｢刑事局長･総務局長依命通達の解説｣参照)。

③証拠等関係カードの結果欄が空欄のままだと,採否の裁判もなく,請求撤回もないというこ
とになり,証拠調べをしなかったものと判断せざるを得ず,当該証拠によって事実認定をした
場合には,訴訟手続に法令違反があったとして破棄される可能性もあることから,公判期日
の手続を適切に認識して,それを正確に記載する。

27,28

28

28

27

28

28

25

24

(3)

弁護人選任照会

①
被告人に対して弁護人選任に関する通知及び照会をする場合には,当該事件の罪名及び
罰条から法定刑を確認し,必要的弁護事件(法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超え
る懲役若しくは禁銅にあたる事件)か任意的弁護事件か,被告人が勾留中か在宅かを確認
し,それらに対応する適式な用紙を使用する。

②訴因変更許可決定があった場合には,罪名の記載は○○(変更後の訴因△△)となり,一
部無罪の場合には,上訴されている罪名を記載する。

924,25,26
27,28

25

(4)

その他書記官が作成する書類等

①交付送達報告書や通知書等の書類を作成するに当たっては,事件番号,事件名，氏名,宛
先とした場所等の全ての記載内容を確認し,正確な事務処理を行う。

②少年調査記録に複数の少年保護事件の経過一覧がつづられている場合, 「抗告棄却決
定｣等の経過を記載するときは,当該少年保護事件の経過一覧に記載する。

③検察官請求に係る一部不同意書証が取り調べられ,抄本やマスキング等された原本が提
出されたときは,提出された書証の不同意部分が全て正しくマスキング等されているか確認
する。

25

26

26
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5記録整理･送付に関するもの

(1)

上訴記録送付日 ．

上訴審に上訴記録を送付できるのは,判決宣告日から,調書整理期間及び異議申立期間
の合計21日間を経過した後である。

【ポイント】異議申立ての権利行使が妨げられた場合,どういう影響が生じるか(最三小判昭和47
●

年3月14日刑集26巻2号195頁参照)。

24,25

(2)

記録の編てつ

控訴審の公判期日召喚状の送達報告書は,控訴記録の第4分類に編てつする。 24

(3)

上訴記録の整理

①丁数

上訴記録に付す丁数は,第一審,控訴審それぞれI
（控訴審は第一審からの通し丁数を付す｡）。

②少年調査記録

こおいて丁数を付さなくてはならない

少年調査記録の経過一覧には,年月日及び事項の記載並びに取扱者認印をするのが相
当である。

③冊数

上告記録の送付に当たっては,記録送付書に記録冊数を正確に記載するとともに,記録の
送付漏れがないようにする。

25

25

24

(4)

上訴記録の送付

①少年再抗告事件において事件記録を送付するときは,基本事件と併合された事件記録の
全てを再抗告審裁判所に送付する。

②控訴申立害を受領したときは,裁判所の表示及び原判決主文等が正しく記載されているか
を点検し,誤りがあり補正させることができるのであれば,補正させた上で,控訴審に事件記
録を送付する。

③上訴に伴い,裁判所が領置した押収物のある事件記録を上告審へ送付する場合には,押
収物総目録の｢処分事由発生年月日｣欄に上訴申立ての年月日を記載し, 「処分事由｣欄に
は｢上訴｣と記載する(平成7年4月28日付け最高裁総三第24号事務総長依命通達｢押収物
等取扱規程の運用について｣記第6の1及び別表第1参照)。

④刑期の短い実刑事案の事件記録は,速やかに送付する。

【ポイント】刑期の短い実刑事案について,より速やかな記録送付が求められるのはなぜか。
また,他に速やかな記録送付が求められる場合としてはどのような場合があるか。

26

26

26

26

6裁判書の点検に関するもの
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(1)

④‐本籍は戸籍謄本等の記載と合致しているか｡外国人のときは｢国籍｣と表示し,国名がパス
ポートや在留カード等の記載と合致しているか｡住居表示では市町村名(受刑中のときは刑
事施設名)や番地号が正しく記載されているか確認する。

⑤被告人の入定事項に変更があるときは,最新の戸籍謄本等で確認する。

⑥被告人が他刑執行中のときは,収容場所に変更がないかどうか移送通知書の有無,内容
を確認する。

⑦検察官氏名は,公判に出席した検察官の官･氏名を記載する。

⑧固有名詞に含まれる外字を手書きで加えなければならない場合,記載漏れがないか確認
する ◎

⑨作成日付等の形式的記載事項に誤りがないか注意する。

【ポイント】合議事件においては,裁判官(合議体を構成する全ての裁判官)の署名押印に漏れが
ないことを確認する必要があるところ,弁論終結時の合議体を構成する裁判官による署名押印を確
認するに当たり特に留意しなければならない場合としてはどのような場合があるか。

24,26,27

25

25

24

25

28

(2)

主文

①罰金刑に処するときは,主文で労役場留置の処分を明記し,理由中の法令の適用で刑法1
8条を摘示する必要がある｡また,懲役刑と罰金刑を併科するときは,未決勾留日数を本刑
に算入する際,算入の対象となる刑を主文で明示する必要があるので,記載漏れがないか
確認する。

②未決勾留日数の本刑への算入が可能な事件であるかどうか(例えば,在宅事件で未決勾
留日数の算入がされていないかどうか)，本刑が複数ある事件(例えば,懲役刑と罰金刑が
併科される場合)では,主文のどの刑に算入するのか特定がされているか(被告人控訴にか
かる控訴審において,控訴棄却とともに控訴審の未決勾留日数を第一審の刑に算入する場
合について,いずれも同様)。

24

26,27
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④累犯前科

ア被告人に累犯前科がある場合は,累犯前科を摘示し,法令の適用の項においても累犯
加重の記載が必要となる。

イ前科が主文2個の懲役刑で,その一方について,刑執行終了日から5年を超えている場
合には,その刑は,累犯関係にはならないので,累犯前科として記載しない。

⑤併合罪

ア併合罪の処理に当たり,処断刑の上限を正しく把握するため,刑法47条ただし書の適
用の必要性や,どの罪の刑に併合罪加重するかが明らかにされているかを確認する。

イ本件犯行後の確定裁判があるときは,確定判決がある旨の摘示,証拠の挙示,法令の
適用として刑法45条後段及び50条の記載があるか。

⑥罰条の適用

罰条の適用については,犯行時以降裁判時までの間に施行された改正法の有無を確認
し,ある場合はその経過措置規定により，同規定がない場合は刑法6条により,新旧いずれ
の法律を適用すべき事案であるのかが判決上明らかにされているか。

⑦刑期
｢法令の適用｣に記載された刑期については,主文と齪躍がないか。

６
７
２
２

９
７

４
４
４
６
６
６

２
２
２
２
２
２

(4)

その他判決書の点検

①補強証拠

証拠の標目中,いわゆる罪体について自白の補強証拠(刑訴法319条2項参照)が記載さ
れているか確認する。
例えば,無免許運転の事案においては,無免許の事実のほか運転行為の事実についても
補強証拠が必要とされており(最一小判昭和42年12月21日刑集21巻10号1476頁)，運転行
為をした点に関し
証として取り調べ

②執行猶予

,証拠の標目として,被告人の公判供述,自白調書を掲げるほか,同意
られている同乗者の供述調書等の補強証拠を掲げる必要がある。

ア執行猶予が付されている判決の点検においては,要件が満たされているか。

書

イ判決宣告時には前科の執行猶予期間が満了していたときは,量刑の理由に, 「前記執行
猶予が取り消されて本件と併せて服役することが見込まれる｣と矛盾した説示をしない。

③証拠の標目

ア証拠の標目には,取り調べられた書証について原本,謄本等の別が正しく記載されている
か ◎

イ罪となるべき事実の内容に対応する証拠が挙示されているか。

④未決勾留日数

未決勾留日数を算入している場合には,法令の適用に刑法21条の記載が必要となる。

26,27

26

24

27

26

26
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(1)

閲覧謄写

①裁判員裁判関連書類の謄写

裁判員等選任手続関係書類は,主に事件記録の第5分類に編てつされるが,裁判員等か
らの辞任申出に関する書類(例えば,裁判員から辞退を申し出る内容の電話聴取書や裁判
員を解任し,補充裁判員を裁判員に選任する旨の決定書)は,事件記録の第1分類又は第4
分類に編綴されているので,弁護人からの謄写申請においては,これら裁判員等の個人が
特定できる情報が記載された部分等を漏れなくマスキングするなどの措置を執るとともに(裁
判員規則66条参照)，記録を上訴審に送付する際には,第5分類以外に裁判員の個人情報
がある旨を記録送付書の備考欄等に記載する(平成28年6月22日付け最高裁訟廷首席書
記官補佐事務連絡｢刑事上訴記録の送付について｣別紙1(7)参照)。

②犯罪被害者による閲覧謄写

犯罪被害者等から委託を受けた弁護士を申請人とする記録の閲覧謄写申請の際には,同
弁護士等の資格について確認し(被害者と申出人との身分関係や代理関係を明らかにする
資料の有無)，記録上明らかにしておく。

③秘匿情報の管理

被害者保護の観点から,被害者の個人情報等が被告人等に漏れないよう配慮すべきであ
ると裁判官が判断したときは,裁判官の指示に基づいてマスキング等の措置を確実に実行す
る必要がある(他方で,裁判官の指示を超えてマスキング等を行っていないかにも注意する
必要がある｡）。

④少年調査記録

少年調査記録が証拠となっている事件において,弁護人等からの閲覧謄写申請があった
場合,少年事件の特殊性を踏まえ,閲覧謄写に応ずるか検討する。

24,25,28

24

26

28

26

(2)

証人の旅費日当

旅費日当を放棄する旨の記載がある証人の出頭カードは,他に旅費日当放棄書がない限り，
旅費日当放棄書も兼ねることとなるので,証人の認印又は指印が漏れていないことを確認する。

24,25

(3)

医療観察事件

医療観察事件における保護者の認定に遺漏がないように,保護者となるべき者に関する情報
管理や記録化に注意する。

【ポイント】申立書の｢保護者｣の記載にかかわらず,保護者となるべき者を確認しなければならな
いのはなぜか。

28
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起訴

年月日

26.8.2
勾留

年月日

26.7.15
＠

一
屋
一
一
ｌ

ｂ

一

斗 由

起訴前の勾留

収容
場所
××警察署
留置施設

移送

収容

場 所

○○拘置支所

□口拘置所③イ

年月日

③ア
26.8.10

27.3.3

場 所 年月日

身柄に関する裁判

年月日 要 旨

釈 放

年月日 保釈保証金 残日数

囎
年
肥

断
年
朋
備考

○○

地方

裁判所

⑥

26.

8.20

26.

8.20

26.

8．21

26.

9.24

26.

9.28

26.

11．5

26.

11．5

保釈許可決定

保釈許可執行停止決定

保釈許可取消決定

勾留期間更新決定

保釈許可決定

判決(実刑）

保釈許可決定

26.
①

9.28

①

200万円

200万円

250万円
(うち200万円流用）

3日鰻
1月

不収容

26.

10．1

26.

11．1

26.8.20

準抗告申立て

準抗告裁判所

準抗告裁判所

26.1

控

1．5

訴申立も

□□

高等
裁判所

27.

3.3

27.

3.28

判決(控訴棄却）

勾留期間更新決話ア

C
ｲーーーー

27.

3.3

イ
「

②
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●
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27

27.

5.5

26.12. 1

記録受領

27.3.3

上告申立も


